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民
労
働
者
に
家
族
あ
て
の
仕
送
り
を
託

す
と
い
う
よ
う
な
非
商
業
的
な
も
の
か

ら
、
専
業
の
送
金
業
者
が
携
わ
る
商
業

的
な
も
の
ま
で
含
ま
れ
る
。
ミ
ャ
ン
マ

ー
で
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
ま
で
続
い

た
厳
格
な
外
国
為
替
管
理
法
の
も
と
で
、

後
述
す
る
よ
う
に
商
業
的
な
地
下
送
金

手
段
が
発
達
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
タ

イ
＝
ミ
ャ
ン
マ
ー
間
の
送
金
に
は
、
多

様
な
地
下
送
金
業
者
が
存
在
す
る
。

　

こ
の
タ
イ
＝
ミ
ャ
ン
マ
ー
間
の
地
下

送
金
で
、
近
年
顕
著
な
変
化
が
、
地
下

送
金
業
者
の
銀
行
利
用
で
あ
る
。
地
下

送
金
業
者
が
、
タ
イ
国
内
で
移
民
労
働

者
か
ら
受
け
取
っ
た
資
金
を
不
法
な
手

段
で
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
移
送
し
た
の
ち
に
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
の
受
取
人
に
配
送
す

る
の
に
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
銀
行
の
支
店

網
を
活
用
し
て
い
る
。
地
下
送
金
業
者

が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
の
銀
行
を
利
用

す
る
こ
と
で
、
地
下
送
金
の
利
便
性
が

高
ま
る
と
い
う
逆
説
的
な
状
況
が
生
じ

　

移
民
労
働
者
の
郷
里
送
金
は
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
に
お
い
て
重
要
な
外
貨
収
入
源

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
隣

国
タ
イ
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
の
最
大
の

出
稼
ぎ
先
で
あ
り
、
同
国
に
滞
在
す
る

ミ
ャ
ン
マ
ー
人
移
民
労
働
者
の
数
は
、

合
法
、
不
法
を
あ
わ
せ
て
約
三
〇
〇
万

人
に
達
す
る
と
の
推
計
が
あ
る
。
仮
に
、

労
働
者
一
人
当
た
り
毎
月
一
〇
〇
ド
ル
、

年
間
一
二
〇
〇
ド
ル
を
郷
里
に
送
金
し

て
い
る
と
す
れ
ば
、
タ
イ
か
ら
の
郷
里

送
金
だ
け
で
も
三
六
億
ド
ル
に
な
る
。

こ
れ
は
二
〇
一
四
年
度
の
ミ
ャ
ン
マ
ー

の
公
式
統
計
上
の
輸
入
額
の
二
一
・
六

％
に
も
相
当
す
る
。

　

こ
の
タ
イ
か
ら
の
郷
里
送
金
の
大
部

分
が
、
い
わ
ゆ
る
地
下
送
金
で
ミ
ャ
ン

マ
ー
に
送
ら
れ
て
い
る
。
地
下
送
金
と

は
、
送
金
元
と
送
金
先
の
国
々
の
外
国

為
替
管
理
法
に
照
ら
し
て
不
法
な
送
金

手
段
で
あ
る
。
地
下
送
金
に
は
、
あ
る

移
民
労
働
者
が
郷
里
に
帰
る
同
郷
の
移

て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
タ
イ
に
お
け
る
ミ
ャ
ン

マ
ー
人
移
民
労
働
者
の
送
金
手
段
の
概

要
を
示
し
、
地
下
送
金
業
者
に
よ
る
銀

行
利
用
の
経
済
的
意
義
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

●
三
段
階
の
送
金
過
程

　

タ
イ
か
ら
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
移
民
労

働
者
の
郷
里
送
金
は
、
タ
イ
に
い
る
移

民
労
働
者
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
い
る
受

取
人
に
資
金
が
わ
た
る
ま
で
、
三
つ
の

段
階
を
経
る
。
第
一
に
、
タ
イ
国
内
で
、

移
民
労
働
者
か
ら
送
金
業
者
に
資
金
が

受
け
渡
さ
れ
る
。
第
二
に
、
送
金
業
者

は
タ
イ
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
資
金
を
移

送
す
る
。
第
三
に
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内

で
、
送
金
業
者
か
ら
受
取
人
に
資
金
が

配
送
さ
れ
る
。
二
国
間
の
送
金
は
適
法
、

不
法
を
問
わ
ず
、
概
ね
こ
う
し
た
三
つ

の
段
階
を
経
る
。
正
規
の
銀
行
間
送
金

の
場
合
、
第
一
段
階
で
送
金
者
が
タ
イ

国
内
の
銀
行
に
資
金
を
託
し
、
第
二
段

階
で
銀
行
間
の
決
済
シ
ス
テ
ム
を
通
し

て
タ
イ
側
の
銀
行
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
の

銀
行
に
資
金
を
付
け
替
え
、
第
三
段
階

で
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
銀
行
が
ミ
ャ
ン
マ
ー

国
内
の
受
取
人
の
口
座
に
資
金
を
付
け

替
え
る
。

　

次
に
、
在
来
の
地
下
送
金
の
流
れ
を

示
そ
う
。
第
一
段
階
で
は
、
送
金
業
者

は
タ
イ
国
内
の
店
舗
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

で
移
民
労
働
者
か
ら
資
金
を
預
か
る
。

移
民
労
働
者
が
送
金
業
者
の
店
舗
に
向

か
う
場
合
も
あ
れ
ば
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

が
移
民
労
働
者
の
職
場
や
自
宅
に
資
金

を
受
け
取
り
に
行
く
場
合
も
あ
る
。
第

二
段
階
で
は
、
資
金
を
受
け
取
っ
た
送

金
業
者
が
物
理
的
に
国
境
を
越
え
て
資

金
を
運
ぶ
場
合
と
、
後
述
す
る
よ
う
な

「
相
殺
決
済
」
を
用
い
る
場
合
が
あ
る
。

第
三
段
階
で
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
の

送
金
業
者
の
店
舗
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が

受
取
人
に
資
金
を
引
き
渡
す
。
移
民
労

働
者
の
家
族
が
送
金
業
者
の
店
舗
に
向

か
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

が
指
定
さ
れ
た
配
送
先
ま
で
資
金
を
配

達
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
在

来
の
地
下
送
金
で
は
、
送
金
業
者
が
、

第
一
段
階
の
資
金
の
受
け
渡
し
地
点
と

第
三
段
階
の
資
金
の
引
き
渡
し
地
点
の

両
方
で
、
店
舗
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
設

置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
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送
金
業
者
間
に
よ
っ
て
は
自
ら
の
店

舗
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
設
置
す
る
か
わ

り
に
、
他
の
送
金
業
者
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
構
築
し
て
、
資
金
の
受
け
渡
し
、

引
き
渡
し
を
他
の
送
金
業
者
に
代
行
さ

せ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　

地
下
送
金
業
者
が
銀
行
を
利
用
す
る

の
は
、
前
記
の
送
金
の
流
れ
の
な
か
で

第
一
段
階
と
第
三
段
階
で
あ
る
。
第
一

段
階
で
は
、
タ
イ
国
内
で
の
ミ
ャ
ン
マ

ー
人
移
民
労
働
者
か
ら
の
資
金
の
受
け

渡
し
で
、
送
金
を
希
望
す
る
移
民
労
働

者
に
対
し
て
送
金
業
者
が
自
ら
の

銀
行
口
座
へ
の
振
込
を
指
示
し
て

い
る
。
移
民
労
働
者
は
、
タ
イ
国

内
の
銀
行
窓
口
や
現
金
自
動
預
け

払
い
機
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）
か
ら
地
下
送

金
業
者
の
口
座
に
資
金
を
振
り
込

ん
で
い
る
。
こ
れ
は
銀
行
か
ら
の

送
金
で
は
あ
る
が
、
地
下
送
金
業

者
が
銀
行
を
利
用
し
て
い
る
だ
け

で
、
合
法
的
な
国
際
送
金
と
は
異

な
る
。

　

第
三
段
階
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内

で
の
資
金
の
配
送
で
は
、
地
下
送

金
業
者
は
何
ら
か
の
手
段
で
ミ
ャ

ン
マ
ー
に
持
ち
込
ん
だ
資
金
を
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
の
銀
行
支
店
か

ら
、
受
取
人
の
最
寄
り
の
支
店
へ

送
金
し
て
い
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
で

銀
行
口
座
の
保
有
比
率
は
人
口
の

五
％
程
度
に
過
ぎ
な
い
が
、
同
国
で
は

銀
行
口
座
を
持
た
な
く
て
も
身
分
証
明

書
に
よ
る
本
人
確
認
で
、
銀
行
窓
口
で

の
送
金
受
け
取
り
が
可
能
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、
第
三
段
階
で
の
地
下
送
金
業

者
に
よ
る
銀
行
の
利
用
は
、
二
〇
一
二

年
以
降
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

　

地
下
送
金
の
第
二
段
階
で
、
タ
イ
か

ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
物
理
的
に
国
境
を
越

え
て
資
金
が
移
送
さ
れ
る
場
合
に
利
用

さ
れ
る
主
な
国
境
ル
ー
ト
は
、
タ
イ
中

部
の
メ
ー
ソ
ー
ト
＝
ミ
ャ
ワ
デ
ィ
（
前

者
が
タ
イ
側
、
後
者
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
側

の
街
、
以
下
同
様
）、
タ
イ
北
部
の
メ
ー

ホ
ー
ソ
ン
＝
タ
チ
レ
イ
、
タ
イ
南
部
の

ラ
ノ
ン
＝
コ
ー
タ
ウ
ン
で
あ
る
。
国
境

を
越
え
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
に
持
ち
込
ま

れ
た
資
金
は
、
タ
イ
・
バ
ー
ツ
か
ら
ミ

ャ
ン
マ
ー
・
チ
ャ
ッ
ト
に
両
替
さ
れ
た

あ
と
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
銀
行
の
支
店
か

ら
銀
行
の
支
店
網
を
経
て
ミ
ャ
ン
マ
ー

全
国
に
送
金
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ミ

ャ
ン
マ
ー
側
の
国
境
の
街
に
は
、
急
増

す
る
送
金
サ
ー
ビ
ス
需
要
を
取
り
込
む

べ
く
民
間
銀
行
が
支
店
を
構
え
て
い
る
。

●
「
相
殺
決
済
」
に
よ
る
送
金
―

フ
ン
デ
ィ

　

先
に
挙
げ
た
送
金
過
程
の
第
二
段
階

に
あ
た
る
タ
イ
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の

資
金
の
移
送
で
、
地
下
送
金
業
者
が
し

ば
し
ば
利
用
し
て
い
る
の
が
「
相
殺
決

済
」
で
あ
る
。
地
下
送
金
サ
ー
ビ
ス
は
、

タ
イ
国
内
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
移
民
労
働
者

の
郷
里
送
金
の
よ
う
な
タ
イ
か
ら
ミ
ャ

ン
マ
ー
へ
の
送
金
だ
け
で
な
く
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
か
ら
タ
イ
宛
て
の
送
金
の
需
要

に
も
対
応
し
て
い
る
。
後
者
の
代
表
的

な
例
は
、
タ
イ
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の

密
輸
入
品
の
決
済
の
た
め
の
送
金
で
あ

る
。
送
金
業
者
は
、
タ
イ
か
ら
ミ
ャ
ン

マ
ー
と
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
タ
イ
へ
の

対
と
な
る
送
金
を
相
殺
し
て
処
理
し
て

い
る
。
具
体
例
を
図
で
示
そ
う
。
こ
の

図
で
タ
イ
国
内
に
い
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
人

移
民
労
働
者
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
に

い
る
家
族
に
送
金
す
る
た
め
タ
イ
国
内

の
送
金
業
者
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
バ
ー

ツ
で
資
金
を
手
渡
す
。
一
方
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
国
内
に
い
る
密
輸
入
業
者
は
、
タ

イ
国
内
の
仕
入
れ
先
へ
の
輸
入
代
金
の

支
払
い
の
た
め
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
の

送
金
業
者
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
チ
ャ
ッ

ト
で
資
金
を
手
渡
す
。
こ
こ
で
送
金
業

者
は
、
タ
イ
国
内
で
移
民
労
働
者
か
ら

受
け
取
っ
た
バ
ー
ツ
を
密
輸
入
業
者
の

仕
入
れ
先
に
支
払
う
傍
ら
、
ミ
ャ
ン
マ

ー
国
内
で
密
輸
業
者
か
ら
受
け
取
っ
た

チ
ャ
ッ
ト
を
移
民
労
働
者
の
家
族
に
支

払
う
。
こ
の
相
殺
処
理
に
よ
り
、
物
理

的
な
国
境
越
え
の
資
金
移
送
を
と
も
な

わ
ず
に
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
タ
イ
、
タ

イ
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
二
つ
の
送
金

が
完
結
す
る
。
こ
う
し
た
送
金
は
、
ミ

ャ
ン
マ
ー
で
は
「
フ
ン
デ
ィ
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。
フ
ン
デ
ィ
と
い
う
言
葉
は

イ
ン
ド
に
由
来
し
、
イ
ン
ド
で
は
あ
る

種
の
約
束
手
形
を
意
味
す
る
用
語
で
あ

る
が
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
も
っ
ぱ
ら
地

下
送
金
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
相
殺
決
済
」
で
も
、
し
ば
し

ば
送
金
業
者
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
活

用
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
の
送
金
業
者
が
、

国境の街タチレイの民間銀行支店（筆者撮影）
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タ
イ
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
、
ミ
ャ
ン
マ

ー
か
ら
タ
イ
の
対
に
な
る
送
金
の
注
文

を
受
け
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
う

し
た
場
合
に
、
あ
る
送
金
業
者
が
受
け

て
い
る
タ
イ
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
送

金
指
示
と
、
別
の
送
金
業
者
が
受
け
て

い
る
逆
方
向
の
送
金
指
示
と
を
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
で
、「
相
殺
決
済
」
が
可

能
に
な
る
。
先
の
図
に
戻
れ
ば
、
送
金

業
者
Ａ
が
タ
イ
で
移
民
労
働
者
か
ら
受

け
取
っ
た
バ
ー
ツ
を
送
金
業
者
Ｂ
の
顧

客
で
あ
る
密
輸
入
業
者
が
指
示
す
る
タ

イ
の
仕
入
れ
先
へ
の
支
払
い
に
あ
て
る

一
方
で
、
送
金
業
者
Ｂ
が
ミ
ャ
ン
マ
ー

国
内
で
密
輸
入
業
者
か
ら
受
け
取
っ
た

チ
ャ
ッ
ト
を
送
金
業
者
Ａ
の
顧
客
で
あ

る
移
民
労
働
者
が
指
示
す
る
ミ
ャ
ン
マ

ー
の
家
族
向
け
へ
の
支
払
い
に
あ
て
る

こ
と
で
、
二
つ
の
送
金
は
完
了
す
る
。

二
つ
の
送
金
に
差
額
が
生
じ
る
場
合
、

送
金
業
者
間
で
ミ
ャ
ン
マ
ー
あ
る
い
は

タ
イ
に
て
別
途
精
算
を
行
え
ば
よ
い
。

　

地
下
送
金
を
利
用
し
た
ミ
ャ
ン
マ
ー

移
民
労
働
者
の
郷
里
送
金
は
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
の
密
輸
入
と
切
り
離
せ
な
い
。
ミ

ャ
ン
マ
ー
国
内
に
密
輸
入
の
需
要
が
あ

る
と
、
そ
の
決
済
に
利
用
可
能
な
資
金

へ
の
需
要
が
生
じ
、
そ
う
し
た
資
金
と

し
て
地
下
送
金
で
の
移
民
労
働
者
の
郷

里
送
金
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
密
輸
入

を
防
ぐ
の
に
、
密
輸
入
の
決
済
に
利
用

可
能
な
資
金
を
入
手
し
に
く
く
す
る
こ

と
が
有
効
だ
と
す
れ
ば
、
地
下
送
金
経

由
の
郷
里
送
金
を
正
規
の
送
金
経
路
に

載
せ
替
え
る
こ
と
が
密
輸
入
の
抑
制
に

つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

●
地
下
送
金
の
利
便
性
と
リ
ス
ク

　

ま
た
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
地
下
送
金
サ

ー
ビ
ス
は
、
一
般
的
に
送
金
の
ス
ピ
ー

ド
で
利
便
性
が
高
い
。
多
く
の
場
合
、

タ
イ
で
受
け
渡
さ
れ
た
資
金
は
、
同
日

も
し
く
は
翌
日
に
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内

で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
に

送
金
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
送
金
元
か
ら
送

金
先
へ
の
「
誰
が
誰
宛
に
何
処
に
幾
ら

資
金
を
送
る
」
と
い
う
情
報
の
伝
達
と
、

資
金
の
移
送
と
い
う
二
つ
の
要
素
で
構

成
さ
れ
る
。
実
際
に
、
タ
イ
か
ら
ミ
ャ

ン
マ
ー
に
資
金
を
移
送
す
る
に
は
時
間

も
費
用
も
か
か
る
。
多
く
の
送
金
業
者

は
、
こ
の
情
報
の
伝
達
と
資
金
の
移
送

を
別
々
に
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

タ
イ
国
内
で
ミ
ャ
ン
マ
ー
移
民
労
働
者

か
ら
資
金
を
預
か
っ
た
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

は
、
直
ち
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
の
送
金

先
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
送
金
情
報
を
国

際
電
話
や
電
子
メ
ー
ル
で
伝
達
し
、
連

絡
を
受
け
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
側
の
エ
ー
ジ

ェ
ン
ト
は
手
元
の
運
転
資
金
を
使
っ
て
、

受
取
人
に
資
金
を
引
き
渡
し
て
い
る
。

異
地
点
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
間
の
資
金
の
精

算
と
切
り
離
す
こ
と
で
、
受
取
人
へ
の

即
時
支
払
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
近
年
、
通
信
事
情

が
改
善
し
て
お
り
、
地
下
送
金
業
者
の

操
業
を
後
押
し
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
、

固
定
電
話
の
普
及
も
限
定
的
で
通
信
事

情
も
劣
悪
で
あ
っ
た
た
め
、
送
金
情
報

を
タ
イ
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
伝
達
す
る

の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
地
下
送
金

業
者
の
な
か
に
は
高
額
な
衛
星
通
信
に

投
資
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
し
か
し
二

〇
一
四
年
に
国
営
企
業
に
よ
る
携
帯
電

話
事
業
の
独
占
が
解
除
さ
れ
て
、
携
帯

電
話
が
急
速
に
普
及
し
始
め
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
今
日
で
は
地
下
送
金
業
へ

の
参
入
も
以
前
と
比
べ
て
容
易
に
な
っ

て
い
る
。

　

ま
た
地
下
送
金
で
は
タ
イ
側
で
身
分

証
明
書
を
提
示
す
る
必
要
も
な
い
。
タ

イ
＝
ミ
ャ
ン
マ
ー
間
の
送
金
サ
ー
ビ
ス

に
は
銀
行
や
合
法
的
な
国
際
送
金
サ
ー

ビ
ス
会
社
も
二
〇
一
三
年
か
ら
移
民
労

働
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
サ
ー
ビ
ス

を
競
争
的
な
価
格
で
提
供
し
て
い
る
。

し
か
し
、
不
法
な
滞
在
資
格
の
移
民
労

働
者
は
利
用
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
移
民
労
働
者
に
と
っ

て
利
便
性
の
高
い
地
下
送
金
サ
ー
ビ
ス

で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
不
法
の
サ
ー
ビ

ス
で
あ
る
た
め
、
送
金
が
履
行
さ
れ
な

い
リ
ス
ク
は
残
る
。
送
金
業
者
は
規
制

当
局
に
監
督
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
仮

に
資
金
が
送
金
業
者
に
持
ち
逃
げ
さ
れ

て
も
、
移
民
労
働
者
は
何
の
補
償
も
得

ら
れ
な
い
。
在
来
の
送
金
業
者
は
ミ
ャ

ン
マ
ー
国
内
の
送
金
先
に
店
舗
・
エ
ー

ジ
ェ
ン
ト
を
構
え
て
い
る
の
で
、
移
民

労
働
者
と
地
縁
が
あ
る
場
合
が
多
く
、

そ
う
し
た
地
縁
が
送
金
の
履
行
を
担
保

し
て
い
る
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
他

方
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
で
の
資
金
の
配

送
に
銀
行
の
窓
口
が
利
用
さ
れ
る
場
合
、

送
金
業
者
と
移
民
労
働
者
の
間
に
何
ら

図　「相殺決済」による送金（フンディ）の流れ

（出所）　筆者作成。

凡例： 実際の資金の流れ 送金指示
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タイ国内 ミャンマー国内
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地
縁
が
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
利
用

者
は
送
金
業
者
の
信
頼
性
を
見
極
め
る

必
要
が
あ
る
。

●
地
下
送
金
業
者
に
よ
る
銀
行
利

用
の
意
義

　

以
上
の
よ
う
に
、
地
下
送
金
は
、
送

金
元
と
送
金
先
の
間
の
送
金
情
報
の
伝

達
と
資
金
の
移
送
を
切
り
離
す
こ
と
で

即
時
性
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、

か
つ
「
相
殺
決
済
」
を
利
用
す
る
こ
と

で
資
金
の
国
境
間
移
送
を
省
い
て
低
コ

ス
ト
を
実
現
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二

〇
一
二
年
以
降
、
地
下
送
金
業
者
は
銀

行
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
や
窓
口
を
使
っ
て
移
民
労

働
者
と
の
資
金
の
受
け
渡
し
、
受
取
人

へ
の
資
金
の
配
送
を
行
う
こ
と
で
、
自

ら
の
店
舗
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
準
備
す

る
経
費
を
節
減
し
て
い
る
。

　

地
下
送
金
業
者
に
よ
る
銀
行
利
用
に

は
、
さ
ら
に
二
つ
の
意
義
が
考
え
ら
れ

る
。
第
一
は
、
地
下
送
金
業
者
間
の
競

争
の
活
性
化
で
あ
る
。
郷
里
送
金
を
行

う
移
民
労
働
者
は
、
つ
ね
に
多
く
の
選

択
肢
か
ら
送
金
業
者
を
選
ん
で
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
在
来
の
地
下
送
金
の
場

合
、
あ
る
送
金
先
の
地
域
に
店
舗
・
エ

ー
ジ
ェ
ン
ト
を
持
つ
送
金
業
者
が
限
ら

れ
て
い
る
た
め
に
、
移
民
労
働
者
が
や

む
を
得
ず
そ
う
し
た
業
者
を
選
ん
で
い

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
の
あ
る
地
域
で

の
送
金
の
受
け
渡
し
先
と
し
て
銀
行
支

店
の
窓
口
が
利
用
で
き
る
場
合
、
送
金

業
者
は
自
ら
の
店
舗
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

を
そ
の
地
域
に
構
え
る
必
要
も
な
く
、

ま
た
送
金
業
者
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

頼
る
必
要
も
な
い
の
で
、
容
易
に
サ
ー

ビ
ス
を
拡
張
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
移

民
労
働
者
は
複
数
の
選
択
肢
か
ら
送
金

業
者
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
、

送
金
業
者
間
の
競
争
の
活
性
化
に
つ
な

が
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
送
金
業
者
の

送
金
不
履
行
リ
ス
ク
と
表
裏
一
体
の
関

係
に
あ
る
。

　

第
二
に
、
地
下
送
金
業
者
に
よ
る
送

金
の
受
け
渡
し
場
所
と
し
て
の
銀
行
の

利
用
は
、
送
金
を
受
け
取
り
に
く
る
移

民
労
働
者
の
家
族
に
、
預
金
口
座
の
開

設
な
ど
送
金
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
を
銀
行

が
売
り
込
む
機
会
に
な
っ
て
い
る
。
受

取
人
の
多
く
は
、
銀
行
口
座
を
持
っ
て

い
な
い
の
で
、
銀
行
に
と
っ
て
は
新
た

な
預
金
者
を
獲
得
す
る
機
会
に
な
る
。

　

地
下
送
金
業
者
に
よ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー

国
内
で
の
銀
行
支
店
網
の
利
用
が
増
え

て
い
る
背
景
に
は
、
規
制
緩
和
に
よ
る

民
間
銀
行
の
支
店
網
の
拡
大
が
あ
る
。

二
〇
一
一
年
ま
で
は
、
銀
行
の
支
店
開

設
に
あ
た
っ
て
は
、
資
本
金
の
増
強
が

課
さ
れ
る
な
ど
厳
重
な
規
制
が
あ
っ
た

が
、
そ
う
し
た
規
制
が
二
〇
一
二
年
以

降
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
。
地
下
送
金
業

者
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
で
利
用
す
る
の

は
利
便
性
の
高
い
民
間
銀
行
で
あ
る
が
、

規
制
緩
和
の
結
果
、
民
間
銀
行
は
支
店

網
を
急
速
に
広
げ
て
い
る
。
民
間
銀
行

部
門
で
三
〇
％
以
上
と
最
大
の
預
金
シ

ェ
ア
を
持
つ
カ
ン
ボ
ウ
ザ
銀
行
を
例
に

と
る
と
、
二
〇
一
二
年
三
月
末
時
点
で

五
九
支
店
で
あ
っ
た
の
が
、
同
年
一
一

月
に
は
一
二
七
支
店
へ
と
倍
増
し
二
〇

一
四
年
一
一
月
に
は
三
〇
〇
支
店
に
ま

で
膨
ら
ん
だ
。
民
間
銀
行
の
支
店
網
の

拡
張
は
最
大
都
市
ヤ
ン
ゴ
ン
を
は
じ
め

と
す
る
都
市
部
に
集
中
し
て
い
る
が
、

今
日
で
は
少
な
く
と
も
ミ
ャ
ン
マ
ー
都

市
部
へ
の
移
民
労
働
者
送
金
で
、
銀
行

窓
口
で
の
資
金
の
受
け
渡
し
を
利
用
す

る
地
下
送
金
は
主
な
送
金
方
法
の
ひ
と

つ
に
な
っ
て
い
る
。

●
お
わ
り
に

　

二
〇
一
二
年
以
降
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で

は
民
間
銀
行
が
支
店
網
を
広
げ
て
い
る

が
、
銀
行
が
タ
イ
か
ら
の
移
民
労
働
者

の
郷
里
送
金
を
取
り
込
む
に
は
至
っ
て

い
な
い
。
逆
に
、
地
下
送
金
業
者
が
ミ

ャ
ン
マ
ー
国
内
で
の
資
金
の
配
送
に
銀

行
の
支
店
網
を
利
用
す
る
こ
と
で
活
性

化
し
て
い
る
。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
長
ら
く
続
い
た
制

約
的
な
外
国
為
替
・
金
融
規
制
の
も
と

で
洗
練
さ
れ
た
地
下
送
金
シ
ス
テ
ム
が

発
達
し
た
た
め
、
正
規
の
銀
行
が
そ
う

し
た
地
下
送
金
シ
ス
テ
ム
と
競
合
す
る

に
は
時
間
を
要
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
と

こ
ろ
、
逆
接
的
で
は
あ
る
が
、
銀
行
の

支
店
網
の
拡
張
が
地
下
送
金
の
利
便
性

に
寄
与
し
て
い
る
。
地
下
送
金
業
者
は
、

銀
行
の
支
店
網
を
利
用
す
る
こ
と
で
ミ

ャ
ン
マ
ー
国
内
で
の
資
金
の
受
け
渡
し

の
た
め
の
店
舗
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
節

減
す
る
だ
け
で
な
く
、
サ
ー
ビ
ス
の
地

理
的
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
、
地
下
送
金
業
者
間
の
競
争
が
促
さ

れ
て
、
移
民
労
働
者
が
送
金
業
者
に
支

払
う
費
用
も
逓
減
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
地
下
送
金
業
者
に
よ
る
銀

行
の
利
用
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
銀
行
に

と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
一
次
的
に
、
送
金
手
数
料
収
入

を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
二
次
的
に

は
、
そ
れ
ま
で
銀
行
口
座
を
持
た
な
い

移
民
労
働
者
の
家
族
に
、
預
金
口
座
を

は
じ
め
様
々
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
契
機
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ミ

ャ
ン
マ
ー
で
は
地
下
送
金
シ
ス
テ
ム
と

銀
行
と
の
共
存
と
い
う
奇
妙
な
現
象
が
、

当
分
の
間
続
く
で
あ
ろ
う
。
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